
規    則 

 

 

 「千曲市保養センター条例施行規則の一部を改正する規則」をここに公布する。 

 

 

  令和８年３月２５日 

 

 

                      千曲市長 小川 修一 

 

 

千曲市規則第１２号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



千曲市保養センター条例施行規則の一部を改正する規則 

 

千曲市保養センター条例施行規則（平成15年千曲市規則第60号）の一部を次のように改

正する。 

第２条及び第３条を削る。 

第４条中「（白鳥園については、第２条に掲げる施設を除く。以下同じ。）」を削り、

同条を第２条とし、第５条を第３条とする。 

第６条中「第９条」の次に「及び第12条」を加え、「保養センター利用料金減額・免除

申請書（様式第２号）を、市長」を「千曲市保養センター利用料金減額・免除申請書（様

式第２号）又は千曲市保養センター白鳥園施設利用申請書及び利用料金減額・免除申請書

（様式第３号）を、指定管理者」に改め、同条を第４条とし、同条の次に次の２条を加え

る。 

（白鳥園福祉風呂の利用申請及び許可） 

第５条 条例第10条の規定により、白鳥園の福祉風呂の利用許可を受けようとする者は、

千曲市保養センター白鳥園福祉風呂利用申請書（様式第４号）を、指定管理者に提出し

なければならない。 

２ 指定管理者は、前項の申請を許可するときは、千曲市保養センター白鳥園福祉風呂利

用許可書（様式第５号）を交付する。ただし、利用料金の領収をもって許可にかえるこ

とができる。 

（白鳥園地域交流室及び芝生広場の利用申請及び許可） 

第６条 条例第10条の規定により、白鳥園の地域交流室及び芝生広場を専用して利用しよ

うとする者（以下「申請者」という。）は、千曲市保養センター白鳥園施設利用申請書

及び利用料金減額・免除申請書（様式第３号）を、利用しようとする日（以下「利用期

日」という。）の60日前から利用期日の５日前までにあらかじめ指定管理者に提出しな

ければならない。 

２ 指定管理者は、前項の申請を許可するときは、千曲市保養センター白鳥園施設利用許

可書（様式第６号）を申請者に交付する。 

３ 前項の許可書には、条件を付すことができる。 

第７条から第９条までを削り、第10条を第７条とする。 



様式第１号から様式第４号までを次のように改める。 



 



 

 



 

 



 



 

様式第４号の次に次の様式を加える。 



 

 



 

 

 

 



 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 


